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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2025年５月15日開催の取締役会において、2025年６月21日開催の第23期定時株主総会及び普通株主による

種類株主総会において関連議案の承認が得られることを条件に、2025年10月１日（予定）を効力発生日として、当社

が有する車載関連の事業を、会社分割によって新たに設立する株式会社AutoTech（以下、「本新設会社」という）に

承継すること（以下、「本新設分割」という）を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業

内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の２の規定に基づき、2025年５月15日付けで臨時報告書を提出

し、同月22日、精査中としておりました本新設会社に係る未決定事項について決定いたしましたので、金融商品取引

法第24条の５第５項の規定に基づき、同日付けで臨時報告書の訂正報告書を提出いたしました。

また、2025年９月12日開催の取締役会において、本新設分割の効力発生日を2025年10月１日（予定）から2026年４

月１日（予定）に変更しましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、2025年９月12日付で臨時報

告書の訂正報告書を提出しました。

今般、その後の事業環境、及び、本新設分割における前提条件の変化を踏まえ、当社取締役会において慎重に検討

を重ねた結果、当社は、2026年３月12日開催の取締役会において、本新設分割の効力発生日を2026年４月１日（予

定）から2026年７月１日（予定）に変更した上で（以下、当該変更を「本変更」という）、2026年６月24日開催の第

24期定時株主総会及び普通株主による種類株主総会において関連議案の承認が得られることを条件に、本新設分割を

中止すること（以下、当該中止を「本中止」という）を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の

規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 
２ 【訂正事項】

（１）本変更に係る訂正事項

　　２　報告内容

　　　(2) 本新設分割の方法、本新設分割に係る割当ての内容及びその他の新設分割計画の内容

 
（２）本中止に係る訂正事項

　　　2025年５月15日提出 臨時報告書

　　　2025年５月22日提出 訂正臨時報告書

　　　2025年９月12日提出 訂正臨時報告書

 
３ 【訂正箇所】

（１）本変更に係る訂正箇所

　訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
　　２ 報告内容

　　　(2) 本新設分割の方法、本新設分割に係る割当ての内容及びその他の新設分割計画の内容

 
　　　（訂正前）

　　　 ③ 新設分割の日程

　　　　　新設分割計画効力発生日　　　2026年４月1日（予定）

 
　　　（訂正後）

　　 　③ 新設分割の日程

　　　　　新設分割計画効力発生日　　　2026年７月1日（予定）

 
（２）本中止に係る訂正箇所

　　　臨時報告書及び訂正臨時報告書の取り下げ
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